
０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 上越市 自治体コード 015226 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

報酬 2,060
通勤費　56
社会保険料等　342

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

【基金】国民生活センター、県消費生活センターの
相談員及び行政職員向け研修の参加旅費

123 123 

161 161 

旅費123

⑧消費生活相談体制整備事業

【H28当初】相談体制を強化するため相談員1名を
追加配置　 1人雇用11か月(公募中)

2,801    2,458 

報償金30
消耗品費115
印刷製本費16

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

【H28当初】消費生活講演会講師謝金、啓発用パ
ンフレット等の購入など

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

3,085 - 2,619 123 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 相談員の研修参加支援（未受講の専門分野の知識等を習得する。）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員を1名追加配置し、相談体制を強化する。（１名　11か月雇用予定　公募中）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
悪質商法被害防止用のパンフレット等を購入し、出前講座や高齢者、町内会などに配布
消費者団体との連携による消費者問題への関心を喚起するための消費生活講演会の開催

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,736 

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

対象人員数計 追加的総費用

1        2,458     

平成20年度の消費者行政予算 6,774          千円

前年度の消費者行政予算 8,993          千円

うち交付金等対象経費 2,149          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 6,844          千円

今年度の消費者行政予算 9,106          千円

うち交付金等対象経費 2,742          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,458          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 6,364          千円 20年度差 -410               千円 前年度差 -480               千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

※平成28年3月議会条例提案済

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 3            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 3            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修旅費の予算措置

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 三条市 自治体コード 152048 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

報酬 2,503,841
通勤手当　34,800
社会保険料等　412,127

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

【基金】専門相談員や担当職員のレベルアップを
図るため研修に参加

334 334 

241 241 

旅費　　289,920
負担金　44,000

⑧消費生活相談体制整備事業

【H26補正】専門の消費生活相談に対応する相談
員を配置し、各種消費生活相談に対応
　　　　　　　 1人雇用　12月 2,951    2,951 

ＤＶＤ、リーフレット購入費　240,840

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

【】弁護士による無料消費生活相談会を実施
　　　　　　　　年12回 324 324 委託料　324,000

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

【H26補正】消費者トラブルに対する知識や備えな
どのＤＶＤ、リーフレットなど配付

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

3,850 - 3,516 334 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が主催する各種研修会参加により、関係職員のレベルアップを図る。（相談員2名、担当職員3名　　延べ7回）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化）
専門の消費生活相談に対応する相談員を2名（うち1名分交付金活用）配置し、強化した相談体制を維持。専門相談員による相談対応を行う。（１名　12
月雇用）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 関係機関等から配付されたリーフレット等を消費生活相談窓口、公共施設等に配置

（強化）
・消費者トラブルに対する知識や備えなどに関するＤＶＤ、リーフレットなどを購入し、消費生活相談窓口や公共施設等に配置するとともに、啓発講座等で
配布し、啓発強を図る。
・啓発講座開催を実施する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 月1回、弁護士による無料消費生活相談会を実施し、専門的知識が必要な問題に対する相談機会を提供する。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,823 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        2,951     

平成20年度の消費者行政予算 78              千円

前年度の消費者行政予算 4,857          千円

うち交付金等対象経費 4,533          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,923          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 324             千円

今年度の消費者行政予算 4,164          千円

うち交付金等対象経費 3,850          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,951          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 314             千円 20年度差 236                 千円 前年度差 -10                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修旅費の予算措置

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 柏崎市 自治体コード 153079 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

報酬　3,477,000
賃金　4,031,000

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員等のレベルアップを図るため研
修に参加

583 583 

916 916 

旅費　583,000

⑧消費生活相談体制整備事業

平日の午後と土曜日の相談時間延長、相談員等
の増員（非常勤職員2名増員、相談員を増員して1
日1名体制→2名体制） 11,455   7,508 

謝礼　150,000
消耗品費　766,000

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発物品配布、出前講
座の実施

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

12,954 916 7,508 583 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化）
国民生活センター等が開催する各種研修会に参加し、消費生活相談員等のレベルアップを図る。（消費生活相談員5名、非常勤職員1名、担当職員1
名）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員2名

（強化） 相談員を5名に増員、非常勤職員を2名増員し、相談時間の拡充・相談体制の強化を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
消費者被害防止のための啓発物品等を作成する。また出前講座で消費生活サポーター等に寸劇などを依頼し、消費者被害防止のための講座を開催す
る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

7        6,471 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

7        7,508     

平成20年度の消費者行政予算 3,269          千円

前年度の消費者行政予算 15,685         千円

うち交付金等対象経費 9,131          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 7,420          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 6,554          千円

今年度の消費者行政予算 15,754         千円

うち交付金等対象経費 9,007          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 7,508          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 6,747          千円 20年度差 3,478              千円 前年度差 193                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 5            人 今年度末予定 相談員総数 5            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 5            人 今年度末予定 相談員数 5            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修旅費の確保

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 新発田市 自治体コード 152064 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

報酬　　1,530,900

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員のレベルアップを図るため研修参加を支援
　　（費用弁償　参加費）

63 63 

581 581 

費用弁償　60,000
負担金　3,000

⑧消費生活相談体制整備事業

消費生活相談に対応できる相談員を配置し相談
に対応
　　　１人配置　　１２ヶ月 3,062    1,531 

講師謝礼（３回）　36,180
消耗品費（参考図書・追禄代等）　58,688
印刷製本費（５種類）　464 ,824
手数料（回覧「くらしほっと」区分け）　20,944

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

司法書士による無料消費生活相談窓口を開催
し、契約トラブルや多重債務等の相談に対して司
法書士から指導や助言を受ける　　年１２回開催

389 389 委託料　　388,800

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

１ 中学生対象の消費者講座の開催　３校で開催
２ 消費生活トラブルの防止のための啓発用リーフ
レットを
   配布
　　　高齢者・中学生・新成人向け用

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

4,095 2,501 63 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が主催する研修参加により、相談員のレベルアップを図る。（相談員４名　延べ５回）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者相談に対応する相談員を１名配置し、相談体制の強化を図る。（１名　12月雇用）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
・若者層からの消費者教育として、中学三年生を対象に消費者講座を開催　（年３回）
・消費者トラブル防止の啓発用リーフレットを作成し、中学生、新成人、高齢者、施設関係に配布。啓発の強化に努める。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 司法書士無料相談窓口を月１回開催、司法書士からの指導や助言を受ける機会の提供、及び問題解決力を向上させる。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,890 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        1,531     

平成20年度の消費者行政予算 164             千円

前年度の消費者行政予算 4,128          千円

うち交付金等対象経費 2,571          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,537          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,557          千円

今年度の消費者行政予算 4,230          千円

うち交付金等対象経費 2,585          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,531          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,645          千円 20年度差 1,481              千円 前年度差 88                  千円



６．消費生活相談員の配置について

６人で２人体制

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 6            人 今年度末予定 相談員総数 6            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 6            人 今年度末予定 相談員数 6            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催研修１名参加　県消費生活センターへ依頼し、新任相談員向け研修に２名参加　

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 小千谷市 自治体コード 152081 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員等のレベルアップを図るための研修参
加支援

146 146 

190 190 

旅費　125,000
消耗品費（テキスト代）　21,000

⑧消費生活相談体制整備事業

消耗品費（既製資料購入）　190,000

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費生活トラブル防止のための啓発用冊子・
チラシ購入

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

336 190 - 146 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 例年開催の県や県消費生活センター主催の研修会への参加のみ支援。

（強化） 国民生活センター等が主催する研修会参加により、相談員・関係職員のレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者トラブルに対する啓発用冊子・チラシを作成し配布することにより啓発強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 1,018          千円

前年度の消費者行政予算 1,552          千円

うち交付金等対象経費 649             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 903             千円

今年度の消費者行政予算 1,219          千円

うち交付金等対象経費 336             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 883             千円 20年度差 -135               千円 前年度差 -20                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修会参加のための旅費・受講料の予算措置

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 加茂市 自治体コード 152099 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

職員人件費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費者行政担当職員の研修参加支援

284 284 

4,726 4,726 

旅費　249
需用費　35

⑧消費生活相談体制整備事業

休日相談開催のための職員時間外手当

62         62 

1.市報チラシ作成、折込料　779

2.パンフレット等作成購入　3,600
　 図書資料等購入　300
　 パンフレット等区分代　47

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

相談会弁護士費用

65 65 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

1。毎月市報に啓発用チラシ折込

2.消費者被害防止啓発用パンフレット等作成・購
入配布及び図書資料購入

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

5,137 4,853 - 284 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費者行政担当職員の県開催の研修参加

（強化） 消費者行政担当職員の県内外への研修参加を支援し担当職員のレベルアップを図る

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 増加する相談に対応するため休日相談を開催（職員時間外手当）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 新成人（成人式にて配布）パンフレット作成

（強化） 消費者被害防止啓発用パンフレット、グッズ等を作成・購入（市内全戸配布等）、図書資料購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） 県共催による相談会を実施

（強化） 県共催による相談会を実施し消費者問題解決力の向上を図り、法律専門家との連携を強化する

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        24     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2        62         

平成20年度の消費者行政予算 342             千円

前年度の消費者行政予算 5,343          千円

うち交付金等対象経費 5,135          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 60              千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 60              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 208             千円

今年度の消費者行政予算 5,345          千円

うち交付金等対象経費 5,137          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 62              千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 62              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 208             千円 20年度差 -134               千円 前年度差 -                    千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 十日町市 自治体コード 152102 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

消費生活相談窓口の広告
441 440 消費生活相談広告料（ラジオCM）：129千円

消費生活相談窓口名入り回覧板購入：311千円

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

　報酬月額200,000
  通勤旅費189,600
  共済費事業主負担分 368,400

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員及び担当職員の研修参加支援

107 58 

101 70 

旅費（研修等）：58千円

⑧消費生活相談体制整備事業

相談員の報酬等

2,989    2,958 

パンフレット:10千円
委託料：60千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者教育のためのパンフレット等作成
消費生活移動相談室開催

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

3,638 - 3,468 58 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 窓口に関する住民への周知。

（強化） 窓口に関する住民への周知機会を拡大する。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし。

（強化） 研修参加の場合、旅費及び研修費の支援あり。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 消費生活相談員の配置。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし。

（強化） 高齢者向けパンフレットや消費者問題啓発グッズの購入。消費生活移動相談室の開催（年２回）。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,482 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        2,958     

平成20年度の消費者行政予算 231             千円

前年度の消費者行政予算 4,305          千円

うち交付金等対象経費 2,697          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,484          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,608          千円

今年度の消費者行政予算 3,670          千円

うち交付金等対象経費 3,526          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,958          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 144             千円 20年度差 -87                 千円 前年度差 -1,464            千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○
平成22年度　日額2,750円（時給1,100円）
平成28年度　月額200,000円（時給1,666円）

②研修参加支援 ○
１人当たりの研修参加費
平成22年度　旅費5,630円×５回（県内日帰り）、研修費なし。
平成28年度　旅費64,580円（東京一泊二日、国民生活センター）、研修費2,850円×１回。

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上 ○
平成22年度　消費者協会に委託し、相談員として任用。（平成23年３月で委託契約終了）
平成28年度　非常勤嘱託職員として任用。（平成23年４月から配置）

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 見附市 自治体コード 152111 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

報酬　　　　　1,512,000円
賃金　　　　　2,090,000円
社会保険料　  332,000円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員や担当職員の県内外での研修に参加

161 161 

120 120 

費用弁償　　67,000円
旅費　　　　　94,000円

⑧消費生活相談体制整備事業

相談員を配置して、各種消費生活相談に対応

3,934    3,934 

パンフレット購入費　120,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者トラブルに対する知識や備えに関するリー
フレットなどを配布

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

4,215 - 4,054 161 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が主催する各種研修会参加により、関係職員のレベルアップを図る。（相談員2名、担当職員1名）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 指定管理者から委託を受けた相談員が、週１回３時間の相談を１週間交代で実施。

（強化） 消費生活相談に対応する相談員を２名配置し、強化した相談体制を維持。専門相談員による相談対応を行った。（２名、１２ヵ月雇用）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者トラブルに対する知識や備えなどに関するリーフレットなどを作成し、関係者の集まる集会、イベント、講演会等で広く配布し、啓発強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        3,400 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2        3,934     

平成20年度の消費者行政予算 213             千円

前年度の消費者行政予算 4,530          千円

うち交付金等対象経費 3,883          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,543          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 647             千円

今年度の消費者行政予算 5,094          千円

うち交付金等対象経費 4,215          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,934          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 879             千円 20年度差 666                 千円 前年度差 232                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員等の県内外における専門的研修への参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 村上市 自治体コード 152129 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

報酬1,730,000円　共済費25３,000円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修参加支援

344 344 

416 402 

旅費317,000円　負担金27,000円

⑧消費生活相談体制整備事業

相談員を配置し、業務を円滑に実施する

3,967    1,983 

消耗品費396,000円　旅費6,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者の自立支援と被害防止のための啓発及び
講座の開催

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

4,727 - 2,385 344 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 研修会等への参加は、旅費の関係で制限

（強化） 研修会等へ参加できるよう、旅費及び資料代を支給

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員1名

（強化） 相談員を1名増員し、2名体制とすることで、消費者庁創設に伴い増大する業務を円滑に実施する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費生活講座参加者及び新成人、学生、高齢者等への啓発リーフレット配付し啓発の取組を強化

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,458 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        1,983     

平成20年度の消費者行政予算 2,202          千円

前年度の消費者行政予算 5,270          千円

うち交付金等対象経費 2,961          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,979          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,309          千円

今年度の消費者行政予算 5,023          千円

うち交付金等対象経費 2,729          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,983          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,294          千円 20年度差 92                  千円 前年度差 -15                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費、負担金の支給

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 燕市 自治体コード 152137 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

2,232 
報酬 1,920,000
社会保険料等　312,000

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

【基金】専門相談員や担当職員のレベルアップを
図るため研修に参加

156 156 

262 262 

旅費　147,000
負担金　9,000

⑧消費生活相談体制整備事業

【H26補正】専門の消費生活相談に対応する相談
員を配置し、各種消費生活相談に対応
　　　　　　　 1人雇用　12月 2,232    

１　印刷製本費　262,000（１種類　35,000部）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

１【基金】消費者トラブルに対する知識や備えなど
のリーフレットなど配付
　

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

2,650 262 - 2,388 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県開催の研修会に参加する。

（強化） 国民生活センター等が主催する各種研修会参加により、関係職員のレベルアップを図る。（相談員1名、担当職員１名　　延べ３回）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門の消費生活相談に対応する相談員を1名配置し、相談体制を強化。専門相談員による相談対応を行う。（１名雇用）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 関係機関のリーフレット等を公共施設に設置する。

（強化）
・悪質商法被害防止等に関するリーフレットなどを用意し、各種講演会や高齢者関係機関、成人式等で広く配布。啓発強化を図る。
・高齢者被害防止対策の強化として、高齢福祉担当課と連携し、高齢者や高齢福祉施設関係者の集会で被害防止の啓発を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,701 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        2,232     

平成20年度の消費者行政予算 22              千円

前年度の消費者行政予算 4,200          千円

うち交付金等対象経費 4,200          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,276          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 2,650          千円

うち交付金等対象経費 2,650          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,232          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -                千円 20年度差 22                  千円 前年度差 -                    千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修旅費の予算措置、年間計画による研修派遣

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 糸魚川市 自治体コード 152161 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談員報酬　1,045,200円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員等研修参加支援

134 133 

67 66 

旅費　124,720円
負担金　9,000円

⑧消費生活相談体制整備事業

消費生活相談員の配置

1,114    1,045 

消耗品費（既存資料購入）
370部×@70円×2種類×1.08=55,944円
名入れ代　10,000×1.08=10,800円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発用のチラシ

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

1,315 - 1,111 133 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 兼任職員が年１回程度の研修を受けている。

（強化） 相談員及び兼任職員のスキルアップのために必要な研修を受講する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 消費生活相談窓口開設にあたり、相談員を雇用する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害防止のための出前講座を開催している。

（強化） 既存の出前講座に加え、各戸訪問を実施し啓発パンフレットを配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,144 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        1,045     

平成20年度の消費者行政予算 180             千円

前年度の消費者行政予算 1,494          千円

うち交付金等対象経費 1,244          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,045          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 250             千円

今年度の消費者行政予算 1,548          千円

うち交付金等対象経費 1,244          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,045          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 304             千円 20年度差 124                 千円 前年度差 54                  千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 妙高市 自治体コード 152170 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

1,197 
賃金 1,071,000
通勤手当　110,000
社会保険料等　16,000

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

「基金」相談員及び担当職員が能力向上を目的と
した研修参加

36 36 

100 100 

旅費36,000

⑧消費生活相談体制整備事業

「H28当初」専門に担当する相談員の雇用

1,197    

委託料100,000

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

【H28当初】弁護士による無料消費生活相談会を
実施
　　　　　　　　年12回

65 65 報償費65,000

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

【H27当初】 妙高市消費者協会に委託し、消費生
活トラブル啓発講座等の開催や市民向けの注意
喚起（広報誌への掲載等）等を実施する

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

1,398 165 - 1,233 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が主催する各種研修会参加により、関係職員のレベルアップを図る。（相談員1名、担当職員1名　　延べ4回）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門の消費生活相談に対応する相談員を1名配置し、強化した相談体制を維持。専門相談員による相談対応を行う。（１名　4月雇用）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 県センター等から配付されたパンフレットを庁舎、公民館等に配置

（強化） 主に高齢者や民生委員等を対象とした啓発講座開催を計画（年数回）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 月1回、弁護士による無料消費生活相談会を実施し、専門的知識が必要な問題に対する相談機会を提供する。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,260 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        1,197     

平成20年度の消費者行政予算 108             千円

前年度の消費者行政予算 336             千円

うち交付金等対象経費 336             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 1,398          千円

うち交付金等対象経費 1,398          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,197          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -                千円 20年度差 -108               千円 前年度差 -                    千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修旅費の予算措置、年間計画による研修派遣

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 五泉市 自治体コード 152188 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談窓口の賃借料、執務参考資料購入
201 201 相談所借上料　195,000

消耗品費　　　   　6,000

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

賃金　　　　　　　1,525,000
通勤費相当分　　　51,000

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

担当職員、相談員の研修参加支援

132 132 

124 124 

旅費　　 　124,000
消耗品費　　8,000

⑧消費生活相談体制整備事業

相談員の賃金

1,576    1,576 

消耗品費　　124,000

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発用チラシの購入

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

2,033 - 1,901 132 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 消費生活相談窓口の体制整備

（強化） 引き続き消費生活相談窓口の体制整備を続ける

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 国・県等が開催する各種研修会参加により、担当職員や相談員のレベルアップを図る。（相談員１名、担当職員３名　延べ14回）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門の消費生活相談に対応する相談員を１名配置し、強化した相談体制を維持。専門相談員による相談対応を行う。（１名　１２月雇用）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
・高齢者向け消費者被害防止のチラシ等購入し、関係者の集まる集会等で広く配布し、啓発強化を図る。
・啓発出前講座の実施（年９回）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,364 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        1,576     

平成20年度の消費者行政予算 100             千円

前年度の消費者行政予算 2,481          千円

うち交付金等対象経費 2,219          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,756          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 262             千円

今年度の消費者行政予算 2,293          千円

うち交付金等対象経費 2,033          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,771          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 260             千円 20年度差 160                 千円 前年度差 -2                  千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 阿賀野市 自治体コード 152234 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

報酬1，728，000

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員や消費者行政担当職員の研修参加　旅費
と研修資料代

146 81 

348 319 

参加資料代６，０００　旅費７５，０００

⑧消費生活相談体制整備事業

【H26補正】専門の消費生活相談に対応する相談
員を配置し、各種消費生活相談に対応
　　　　　　　 1人雇用　12月 1,728    1,728 

印刷製本費６５，０００、消耗品費(既存資料購
入）２５０，０００、消耗品費(チラシA4ほか）4，
000

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

１【基金】消費者トラブルに対する知識や備えなど
のリーフレットなど配付（年４回行われる敬老会
や、消費生活相談員による消費生活出前講座等
で配布）　　毎月２回消費者被害啓発記事や窓口
周知のために、市の広報お知らせに掲載
　

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

2,222 - 2,047 81 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 今までは新潟市等県内でしか、研修に参加することができなかった。

（強化） 基金の活用により、東京や神奈川県をはじめ、国民生活センターや各消費者団体の研修に参加でき、視野が広がった。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員を配置する前は、行政職員が他の仕事と兼務しながら相談を受けていた。

（強化） 基金の活用により、専門の消費生活相談に対応する相談員を１名配置し、強化した相談体制を維持、専門相談員による相談対応を行うことができた。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 職員が兼務しながら、啓発物品を自前で作成せざるを得ず、最新の消費者トラブルに即対応したものを作ることが難しかった。

（強化） 基金の活用により、消費者トラブルに対する知識や備えなどにリーフレットなどを作成し、敬老会、出前講座で配付、啓発が図られた。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,701 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        1,728     

平成20年度の消費者行政予算 103             千円

前年度の消費者行政予算 2,125          千円

うち交付金等対象経費 2,013          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,317          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 112             千円

今年度の消費者行政予算 2,222          千円

うち交付金等対象経費 2,128          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,728          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 94              千円 20年度差 -9                  千円 前年度差 -18                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ さまざまな研修への参加

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 有

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 佐渡市 自治体コード 152242 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

消費生活センターの市民への周知用資料作成
50 50 印刷製本費50,000（1000部）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

弁護士の活用により専門的な消費生活相談への
対応能力の向上のための弁護士無料相談会を年
1回開催(弁護士謝礼、旅費）

158 158 弁護士謝礼10,800円*6時間*1回*2名
弁護士旅費28,100円（2名分）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員や担当職員のレベルアップを図るために研
修参加旅費支援

141 141 

779 779 

相談員研修73,000円
行政職員等研修59,000円
研修会負担金9,000円

⑧消費生活相談体制整備事業

消耗品費520,000円
（啓発用クリアファイル500部、啓発資料6000
部、出前講座資料用1000部）
印刷製本費259,000（啓発用チラシ24,000部）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

消費生活センターが人材育成の拠点となり、高齢
者の見守り強化のための資料購入、消費者問題
への対応能力を高めるための資料購入 572 572 

消耗品費　572,000
(啓発グッズ500個、冊子500冊、啓発資料
6000部）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

高齢者、若者、高校生等を対象にした出前講座で
の消費者被害防止のための啓発や食の安全安心
に関する啓発資料の購入及び作成

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

1,700 1,559 - 141 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） う

（強化） 引き続き、消費生活センターの周知、消費者ホットラインの周知のための資料を作成し配布する。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） 相談窓口の機能強化のための弁護士無料相談会（年1回）の実施。

（強化） 引き続き、相談窓口強化のための弁護士無料相談会を開催し、相談員のレベルアップを図る。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が主催する各種研修会参加により、レベルアップを図る。(相談員1名、行政職員1名　延べ6回）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
消費者被害の未然防止や消費者市民力の向上に向けた啓発リーフレット等の購入及びチラシを作成し、高齢者、若者（専門学校、高校生等）向けの出
前講座や成人式等で配布し、啓発強化を図る。センター独自の啓発用「くらしの伝言板」を作成し、市役所、出先機関の窓口、市民への啓発強化を図
る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化）
高齢者見守りの強化のため資料等を購入し配布し、それぞれの分野で見守り活動を実施。消費者被害や消費生活を取り巻く状況に関心を持ち、多様な
場面で伝えることのできる人材を育てる。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 2,588          千円

前年度の消費者行政予算 4,932          千円

うち交付金等対象経費 2,000          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,932          千円

今年度の消費者行政予算 4,602          千円

うち交付金等対象経費 1,700          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,902          千円 20年度差 314                 千円 前年度差 -30                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加旅費の支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 魚沼市 自治体コード 152251 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

2,284 
賃金　1,849,000
通勤手当　120,000
社会保険料等　315,000

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員及び担当職員のレベルアップを
図るため研修に参加 57 57 

333 333 

旅費　54,000
負担金　3,000

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談員を配置し、各種相談に対応  1人
雇用　12月 2,284    

１．消耗品費（リーフレット購入）　76,000
　　リーフレット折込委託料　52,000
２．出前講座講師謝金（20回）　180,000
　　出前講座消耗品等　25,000

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

１．弁護士等による消費者問題・多重債務相談会
２．市民向け消費者問題啓発講座を実施 201 201 

１．弁護士委託料　31,000
　　司法書士謝金　20,000
２．消費者協会助成金　150,000

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

１．消費者トラブルに対する知識や備えなどのリー
フレット配布
２．消費者トラブル防止出前講座の実施

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

2,875 534 - 2,341 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員のレベルアップのための専門研修受講

（強化） 引き続き、各種研修に参加し関係職員のレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談に対応する相談員を新規に配置し、相談体制の強化を図る。（1名雇用、12月）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者トラブル防止出前講座講師謝金、講座用消耗品・パンフレット・テキストの購入

（強化） 引き続き、消費者トラブル防止出前講座の実施及びパンフレット・テキスト等を購入・配付し、啓発強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） 弁護士や司法書士による消費者問題・多重債務相談会の実施

（強化） 引き続き、専門知識を有する弁護士等による相談会を実施する。さらに、消費者協会と連携し市民啓発講座を開催し、消費者問題解決力の強化を図る。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,560 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        2,284     

平成20年度の消費者行政予算 80              千円

前年度の消費者行政予算 3,149          千円

うち交付金等対象経費 2,696          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,232          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 453             千円

今年度の消費者行政予算 2,950          千円

うち交付金等対象経費 2,875          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,284          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 75              千円 20年度差 -5                  千円 前年度差 -378               千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 南魚沼市 自治体コード 152269 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員や消費者行政担当職員のレベルアップの
ための研修参加を支援する

278 278 

633 633 

旅費　236,000
負担金　12,000
消耗品費　30,000

⑧消費生活相談体制整備事業

印刷製本費　452,000（1種類：21,000部）
役務費　181,000

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

弁護士による無料法律相談会を開催　年12回

378 378 委託費　378,000

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

地域で起こり得るトラブルへの備えや対応のため
のチラシ等を作成、配布する

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

1,289 1,011 - 278 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県内研修のみ参加

（強化） 県内外の研修等への参加及び変化の早い悪質商法等へ対応するため専門的で新しい資料等を購入する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 機材不足により回数制限。啓発資料は自前白黒印刷

（強化） 地域の問題に適したチラシ等を作成し、効果的な啓発・広報活動を行う

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 毎月1回、弁護士による無料消費生活法律相談会を実施

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 3,752          千円

前年度の消費者行政予算 4,914          千円

うち交付金等対象経費 1,260          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 3,654          千円

今年度の消費者行政予算 6,415          千円

うち交付金等対象経費 1,289          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 5,126          千円 20年度差 1,374              千円 前年度差 1,472              千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 2            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 県内外の研修等への参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 胎内市 自治体コード 152227 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

351 

週２日３時間勤務（月・木）　９：００～１２：００
時給＠１，１００円
通勤費支給あり

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

403 403 

⑧消費生活相談体制整備事業

消費生活相談員（１名）の配置

351       

啓発用チラシ等購入費280,000円
折り込み手数料123,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

司法書士による無料消費生活相談会を実施

389 389 無料相談会＠32,400円×月1×12か月＝388,800

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発用チラシの配布
関係書籍等消耗品購入

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

1,143 792 - 351 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員１名を雇用。（週２日　９：００～１２：００）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者行政問題に関する各種リーフレット等の購入及び配付等を通じて、市民の意識向上に努める。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 月1回の司法書士による無料相談会の開催。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 -        人 実地研修受入人数 -        人

年間研修総日数 -        人日 年間実地研修受入総日 -        人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        273    

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

対象人員数計 追加的総費用

1        351       

平成20年度の消費者行政予算 -                千円

前年度の消費者行政予算 686             千円

うち交付金等対象経費 684             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち先駆的事業 -                千円

うち交付金等対象外経費 2                千円

今年度の消費者行政予算 1,143          千円

うち交付金等対象経費 1,143          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 351             千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち先駆的事業 -                千円

うち交付金等対象外経費 -                千円 20年度差 -                    千円 前年度差 -2                  千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 聖籠町 自治体コード 153079 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

報酬　2,126千円
社会保険料　323千円
　このうち2,415千円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員と行政職員の研修参加支援

148 118 

365 328 

研修旅費　148千円のうち118千円

⑧消費生活相談体制整備事業

消費生活相談員を1名雇用

2,449    2,415 

啓発冊子印刷　91千円
訪問販売お断りシール　274千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

弁護士を活用し、出前講座や消費生活移動相談
室開催 133 98 

出前講座68千円
消費生活移動相談室　65千円

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発用冊子等作成

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

3,095 - 2,841 118 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が主催する各種研修会参加により、関係職員のレベルアップを図る。（4回）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） あらゆる相談にすばやく対応する為に相談員を1名雇用

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のための啓発冊子、啓発シール作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 年に数回、専門家である弁護士を町に呼び、被害にあった消費者に対して法律相談会を開催する。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,458 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        2,415     

平成20年度の消費者行政予算 -                千円

前年度の消費者行政予算 3,108          千円

うち交付金等対象経費 2,401          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,956          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 707             千円

今年度の消費者行政予算 3,331          千円

うち交付金等対象経費 2,959          千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,415          千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 372             千円 20年度差 372                 千円 前年度差 -335               千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国セン主催の研修等に相談員が参加できるよう支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 田上町 自治体コード 153613 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

336 335 

⑧消費生活相談体制整備事業

印刷製本費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発用冊子等の作成配布

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

336 335 - - 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 高齢者対象の悪徳商法被害防止を主とした消費者への啓発を強化

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 -                千円

前年度の消費者行政予算 336             千円

うち交付金等対象経費 335             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1                千円

今年度の消費者行政予算 336             千円

うち交付金等対象経費 335             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 335             千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1                千円 20年度差 1                    千円 前年度差 -                    千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 阿賀町 自治体コード 153851 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

359 359 

⑧消費生活相談体制整備事業

印刷製本費　　２７０，０００
消耗品費　　　　 ８９，０００

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

弁護士相談会の開催

44 43 報償費　４３，２００

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者トラブル防止のためのリーフレットや啓発物
品などの作製・配布

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

403 402 - - 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 悪質商法等の注意喚起チラシ等を作製し、住民への啓発強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 地域における消費者問題解決に向けた弁護士相談会を開催する。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 547             千円

うち交付金等対象経費 539             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 8                千円

今年度の消費者行政予算 403             千円

うち交付金等対象経費 402             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1                千円 20年度差 1                    千円 前年度差 -7                  千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 出雲崎町 自治体コード 154059 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

500 500 

⑧消費生活相談体制整備事業

委託料　400千円
需用費　100千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者行政被害防止のため、一般・高齢者・若者
者向けに講演会等の実施、パンフレット・啓発物品
を作成して町民へ配布し、啓発運動を実施。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

500 500 - - 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
消費者被害防止のため、一般・高齢者・若者向けに講師をむかえての講演会を開催。パンフレット・啓発物品を作成し、町民へ配布する啓発運動を実
施。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 -                千円

前年度の消費者行政予算 697             千円

うち交付金等対象経費 697             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 500             千円

うち交付金等対象経費 500             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -                千円 20年度差 -                    千円 前年度差 -                    千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 湯沢町 自治体コード 015461 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

310 310 

⑧消費生活相談体制整備事業

啓発パンフレット配布
印刷製本費 ２８０千円
委託費　３０千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発パンフレット作成、配布

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

310 310 - - 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化） 消費者被害防止啓発パンフを町内各世帯へ配布することで、意識の高揚を促し、被害を未然に防ぐ。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 310             千円

うち交付金等対象経費 310             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 310             千円

うち交付金等対象経費 310             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -                千円 20年度差 -                    千円 前年度差 -                    千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 津南町 自治体コード 154822 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

206 206 

⑧消費生活相談体制整備事業

印刷製本費　206,000

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者トラブルに対する知識や備えなどを掲載し
たカレンダーを作成し、全戸に配布する

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

206 206 - - 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 県センター等から配布されたパンフレットを庁舎、公民館等に配置

（強化）
消費者トラブルに対する知識や備えなどに関する情報を盛り込んだカレンダーを作成し、全世帯に配布する。一年間を通じて目に付くところに掲示しても
らうカレンダーを活用して継続的な啓発を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 14              千円

前年度の消費者行政予算 220             千円

うち交付金等対象経費 196             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 24              千円

今年度の消費者行政予算 215             千円

うち交付金等対象経費 206             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 9                千円 20年度差 -5                  千円 前年度差 -15                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 刈羽村 自治体コード 155047 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

201 160 

⑧消費生活相談体制整備事業

印刷製本費　201,000円
（２種類　新成人用60部、全世帯用1,500部）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者トラブルに対する知識や備えなどに関する
リーフレットを新成人及び全世帯に配布

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

201 160 - - 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） ・消費者トラブルに対する知識や備えなどに関するリーフレットを購入し、成人式で、及び全世帯に配布。啓発強化を図る。２種類計画。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 59              千円

前年度の消費者行政予算 229             千円

うち交付金等対象経費 160             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 69              千円

今年度の消費者行政予算 233             千円

うち交付金等対象経費 160             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 73              千円 20年度差 14                  千円 前年度差 4                    千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

　消費者行政推進 市町村事業計画　

都道府県名 新潟県 市町村名 関川村 自治体コード 155811 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費の内容(予算額）28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

600 500 

⑧消費生活相談体制整備事業

１．印刷製本費　600千円
・啓発資料作成し、全戸配付
　一般向け　　2,100部×２
　高齢者向け 2,100部×１
　若者向け　2,100部×１
・村上市との連携啓発資料　200部×３

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発を行う（啓発チラシ
の配布）。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

600 500 - - 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 県センター等から配布されたパンフレットを庁舎等に配置、集落回覧。

（強化）
・消費者トラブルに対する知識や備えなどに関するチラシなどを作成し、村内全戸へ配布し、啓発強化を図る。
・村上市消費生活センターとの連携を行うにあたり、同じチラシなどを作成し、講座等での啓発強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）
（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 438             千円

うち交付金等対象経費 420             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 18              千円

今年度の消費者行政予算 600             千円

うち交付金等対象経費 500             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 100             千円 20年度差 100                 千円 前年度差 82                  千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他
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